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【募集期間】 

令和６年２月１日（木）～２月２９日（木） 

（４月１日（月）以降についても、随時募集を行う予定です。） 

 

 

【美濃市ホームページ】 

ＵＲＬ：https://www.city.mino.gifu.jp/docs/618.html 

 

 

２次元コード： 

 

 

※本募集は、予算成立前の募集となります。実施にあたっては、美濃市議会での

令和６年度当初予算成立が前提となりますので、予めご了承ください。 

 

 

令和６年２月  

美濃市 総務部 総合政策課  

美濃市地域の絆づくり事業等補助金 

（地域の絆づくり事業） 

募集要項 
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１．事業の目的 

  

地域が抱える課題は多種多様であり、地域住民が主体的に行う活動・取組が

重要となっております。 

そこで、これらの課題解決を支援するために、地域住民が主体的に実施する

活性化事業実施のための必要な費用を補助します。 

 

２．補助対象者 

 

次のいずれにも該当する団体 

 

(１)美濃市内において公益的な活動を行い、又は１年以内に公益的な活動を行

う予定がある団体 

(２)市内に居住、勤務又は在学する者５人以上で構成し、市内に事業拠点を有す

る団体 

 

３．補助対象事業 

 

地域の連帯感や地域への帰属意識の高揚及び地域の活性化を推進するため、

補助対象者が主体的に地域で行う事業で、次の各号のいずれかに該当する事業 

 

(１)伝統文化の保存・継承、安全・安心、子育て、自然の保全や環境づくり等

の地域の絆やつながりを深め、地域活性化の効果が期待できる事業 

(２)次代を担う青少年の健全な育成及び教育・文化・福祉・産業その他の指導的・

先駆的人材の育成等広範な人づくりに効果が期待できる事業 

(３)その他市長が認める事業 

 

※補助金の対象となる経費は、事業の対象として明確に区分でき、かつ支払った
ことを証明する証拠書類により金額等が確認できる支出のみが対象となりま
す。 

 

４．補助対象期間（補助事業の実施期間）  

 

 補助対象期間は、令和６年４月１日（月）から令和７年３月３１日（月）ま

で。 
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５．補助対象経費 

 

経費区分 内容 

賃金 

・資格者、技術者等への賃金 

（団体の構成員及びそれに準ずる人に対する賃金を除

く。） 

報償費 

・講師、指導者等への謝金 

（団体の構成員及びそれに準ずる人に対する賃金を除

く。） 

消耗品費 

・事業で使用する材料費、資料・テキスト代及びその用

紙代 

（事業参加者に支給する参加賞、景品、粗品等の無償配

布物を除く。） 

燃料費 

・事業実施のために臨時的に使用する燃料代 

（草刈機使用のための燃料代、冬場のイベント会場で

使用するストーブのための燃料代等。） 

食糧費 
飲料代 

（食事、弁当、アルコール類は除く。） 

印刷製本費 
チラシ、ポスター等の作成費用及び必要な資料等のコ

ピー代等 

光熱水費 事業で使用する電気、ガス、水道代等 

通信運搬費 

案内、資料、資材料等の郵送料 

（実施事業と区分できない電話料、インターネット等

の通信料を除く。） 

手数料 各種申請手数料、振込手数料等 

保険料 行事保険料、参加者等が加入する損害賠償保険料等 

委託料 

団体の構成員による実施が困難なもの又は直接実施す

るよりも効率的に実施できるもの 

（専門的な技術等を要する業務を外部に委託する場合

のみに限る。また事業実施においてその全部を外部委

託する場合は除く。） 

使用料及び賃借料 

会場使用料、車両及び機器等の借上げ料 

（団体の構成員及びそれに準ずる人自身が所有してい

る機器等の借り上げ料は除く。） 



5 

 

原材料費 加工用材料代、工事材料代 

備品購入費 
２０万円以下のものであって事業実施に不可欠なもの 

（団体が日常的に使用する物品を除く。） 

その他 
上記に掲げるもののほか、事業の実施に必要であると

市長が認める経費 

 

６．補助率及び補助限度額 

 

(１) 補助率   

補助対象経費の３／４以内 

 

(２) 補助限度額 

上限額１５０万円 

 

※補助事業の総事業費から事業の実施に伴って得られる国又は県補助金、利用

料その他の収入を控除して得た額と補助対象経費に４分の３を乗じて得た額

と補助金の上限額１５０万円とを比較して最も少ない額とする。 

 

【参考】 

チケット販売収入や入場料収入など、事業を実施することにより収入が発生

する場合は、収入が発生しない場合と比較して、補助金の額が変わることが

あります。収入が発生する場合は、収入額を必ずご確認ください。 

 

７．事前要望の手続き 

 

(１)令和６年２月２９日（木）までに総合政策課まで要望書等を提出してくださ

い。要望があった事業について、審査し採択の決定をします。   

 

(２)要望書受付期間   

令和６年２月１日（木）～２月２９日（木） 

 

(３)要望申請書類等の取得 

補助金の交付要綱、要望書等の様式は、以下の方法で取得できます。 

 

ア 美濃市ホームページからのダウンロード  
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ＵＲＬ：https://www.city.mino.gifu.jp/docs/618.html 

 

２次元コード： 

 

イ 窓口 

    市・総合政策課での配布 

 

(４)提出先 

市・総合政策課へ提出してください。（メールでの提出は不可） 

 提出先 

〒５０１－３７９２ 

美濃市１３５０ 

美濃市 総務部 総合政策課 

TEL：０５７５－３３－１１２２（内線３４３） 

メールアドレス：sougouseisaku_220@city.mino.lg.jp 

 

※提出された要望書類および添付資料は返却しません。 

※要望書類作成、送付等に係る費用は、申請者の自己負担となります。 

 

(５)提出書類 

ア 要望書 

イ 誓約書（自筆でご記入ください。） 

ウ 事業計画書 

エ 団体の概要調書 

オ 事業収支予算書 

カ その他、市長が必要と定める書類 

 

 

８．事業の審査・採択 

  

(１)審査 

要望書類を提出した後、その内容について審査を行い、事業の採択・不採択

の決定を行います。（３月２１日（木）頃までに通知します。） 

なお、書類に不備がある場合は連絡します。 

 

(２)事業採択決定後の手続き 
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事業採択決定後は、補助金交付申請等の手続きが必要となります。 

 (交付申請手続後に必要となる実績報告書の提出、補助金の請求等について

も併せて連絡します。Ｐ９の １１．要望からの流れについて もご確認く

ださい。) 

 

９．補助事業の完了 

 

(１)補助事業の完了 

  事業採択を受けた補助事業は年度末までに支払いを含めて全てを完了させ

てください。 

 

(２)実績報告書の提出 

 補助事業の完了後、その日から起算して１４日を経過した日又は翌年度の４

月１０日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。 

 

(３)提出書類 

ア 事業報告書 

イ 費用の支払いを証明する書類 

ウ 事業の内容がわかる写真 

エ その他、市長が必要と定める書類 

 

１０．事業実施における留意事項 

 

本補助金の活用に際しては、以下に記載した事項のほか、美濃市補助金等交付

規則及び美濃市地域の絆づくり事業等補助金交付要綱を遵守してください。 

 

(１)補助事業者は、補助事業に係る経理について、その支出の事実を明確にした

証拠書類を整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。補助

事業終了後の補助金額の確定作業において、書類等の確認ができない場合

は、補助対象外となります。 

 

(２)交付金申請額の算出において、千円未満の端数が生じる場合は、切り捨てた

金額を交付金申請額としてください。 

 

(３)補助事業者は、交付決定を受けた後、補助対象事業の内容や金額を変更しよ

うとする場合は、事前に市への報告が必要です。 
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(４)補助事業者は、補助事業の交付年度中の進捗状況について、状況の報告を求

められた場合には、速やかに報告しなければなりません。 

 

(５)市が実施する施策の一環として、事業者名等の公表を行う場合があります。 

 

(６)補助事業に関係する調査依頼や、補助事業完了後に事業成果発表をお願い

するなど、市が実施する施策への協力を求める場合があります。 

 

(７)補助事業終了後、市の監査関係者が実地検査に入ることがあります。 

 

(８)補助事業者が、美濃市補助金等交付規則等に違反する行為等（他の用途への

無断流用、虚偽報告等）をした場合には、補助金の交付取消、返還、不正内

容の公表等を行うことがあります。 

 

(９)補助金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合には、

申請者名等を警察へ通報することがあります。 
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１１．要望からの流れについて 

 

要望から補助金の交付までの流れは以下のとおりです。 

 

 

※４月１日（月）以降についても、随時募集を行う予定です。 

 

※概算払を希望される場合は、交付決定通知書を受領された後に、概算払請求

書により請求してください。 

 

※事業は令和７年３月３１日（月）までに経費の支払い等を済ませて完了させ

てください。 

 

 

 

 

 

 

時期

R6年2月1日～
R6年2月29日

R6年3月20日
頃迄

流れ

R6年4月～

事業完了後

事
業
実
施
団
体

市
・
総
合
政
策
課

事前相談・要望書提出

事業の採択・不採択の決定

交付申請書等の提出

補助金交付の決定

実績報告書の提出

請求書の提出

補助金の支払い
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１２．よくある質問 

 

（１）事業の申込について 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

①補助金の交付を希望される方は、事前に市・総合政策課に相談した上で、所定

の様式で要望書及び必要書類を作成し提出してください。 

②要望書の内容について審査し、事業の採択を決定します。また事業の採択・不

採択については、要望者全員に対して通知文書送付により通知します。 

③事業が採択された方は、補助金交付申請書を市へ提出してください。その後、

市から補助金交付決定通知書を送付します。 

④補助金の交付が決定されましたら事業を開始してください。なお、事前着手は

認められません。また事業は令和７年３月３１日（月）までに経費の支払い等

を済ませて完了させてください。 

⑤事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。実施した事業内容の検

査と経費内容の確認等を行い、交付額を確定した後、補助金を支払います。 

（事業の内容により、事業当初に一定経費が必要となるなどの理由がある場合

は、概算払による支払いも可能です。概算払を希望される場合は、補助金交付

決定通知書受領後に、概算払請求書により請求してください。） 

 

併せて本書のＰ９の １１．要望からの流れについて をご確認ください。 

 

 

 

 

Ａ  

事業に要するすべての経費を積算してください。なお、補助金の交付決定額の算

出根拠となりますので、見積書を徴収するなど事前に価格調査を行い、適正な価

格で積算してください。 

 

 

 

 

 

Ｑ１－１ 地域の絆づくり事業等補助金を活用して地域の絆づくり事業を実

施する場合の全体の流れ（要望から補助金支払まで）を教えてく

ださい。 

Ｑ１－２ 事業予算の積算はどのように行えば良いですか。 
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Ａ  

原則不要ですが、金額が高額である経費、内容・積算根拠・支払先等を確認した

い場合や補助金の使途としてふさわしいかどうかを判断する場合など、見積書

の提出を求めることがあります。見積書提出の依頼がありましたら速やかに提

出してください。 

  

 

 

 

 

Ａ  

スペースの拡大や行を追加して記載してください。それでも足りない場合は別

紙添付により対応してください。（要旨や概要の記載を省略した「別紙参照」の

みの記入は避けてください。） 

また様式への記載内容を補足する説明資料がある場合は、添付してください。 

 

 

 

 

 

Ａ  

審査は以下の事項を総合的に評価し、効果が見込まれる事業を優先的して、予算

の範囲内で採択します。 

 

【新規性】 

新規性があるか。（美濃市でこれまでに実施していない取組であるか。） 

令和５年度以前に実施した事業と同一事業の場合は、以前に実施した事業の

取組成果を反映し、内容を更新・改良しているか。 

 

【戦略性】 

地域等の現状と課題を正確に把握し、具体的な効果が見込める事業内容であ

るか。 

 

【広域性】 

美濃市（地域）全体に効果が見込まれる取組であるか。 

 

【複合性】 

Ｑ１－３ 要望書の提出の際、見積書の写しの添付は必要ですか。 

Ｑ１－５ 補助金の対象事業は、どのように決定されますか。 

Ｑ１－４ 応募書類の様式に全てを記載できない場合はどうすれば良いです

か。 
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複数の資源を活用し、相乗効果が見込まれる組み合わせの取組であるか。 

 

 

 

 

 

Ａ  

事業内容・必要経費の審査によって要望額の全てや要望額の一部を補助できな

いことがあります。 

 

 

 

 

 

Ａ  

原則できません。 

但し、事業の目的や期待される効果などに変わりがない範囲で変更を認める場

合があります。必ず事業実施の前に相談してください。 

 

 

 

 

 

Ａ  

審査の結果は、要望者全員に対して、文書で通知します。 

 

 

（２）対象となる事業について 

 

 

 

 

 

Ａ  

伝統文化の保存・継承、安心・安全、子育て、自然の保全や環境づくりなど、地

域の絆やつながりが深まり、地域の活性化が期待できる事業が対象となります。 

 

 

 

 

Ｑ２－１ 具体的に、どのような事業がこの補助金の対象となりますか。 

Ｑ１－６ 事業が採択された場合、要望した金額の満額が補助されるのです

か。 

Ｑ１－７ 採択後に事業計画等を変更できますか。 

Ｑ１－８ 不採択でも通知は来ますか。 
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Ａ  

（例） 

・政治、宗教又は営利を目的とする事業 

・単なる集客のためのイベントに類するもの 

・申請年度のみで終了する一過性のイベント 

・事業実施を伴わない調査または政策の提案 

・構成員の親睦又は趣味の活動を目的とする事業 

・事業のほとんどを外部に委託する事業 

・単に備品を購入するのみの事業 

 

 

 

 

 

Ａ  

申請回数に上限はありません。 

しかしより多くの地域・団体に当該補助金を活用していただきたいと考えてい

ます。（Ｑ１－５ により補助金の対象事業を決定します。） 

 

 

（３）補助対象経費について 

 

 

   

 

 

Ａ  

本書のＰ４～５の ５．補助対象経費 をご確認ください。 

 

 

   

 

 

Ａ  

人件費や家賃など経常的な団体の運営等に関する経費は対象となりません。 

あくまで申請した事業
．．

に対する補助金です。 

Ｑ３－２ 団体の運営経費は対象となりますか。 

Ｑ２－２ どのような事業が不採択となりますか。 

Ｑ２－３ 同一団体が複数回の補助を受けることは可能ですか。 

Ｑ３－１ どのような経費が対象となりますか。 
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Ａ  

対象となりません。 

備品購入費は、２０万円以下のものであって事業実施に不可欠なもののみが対

象となります。また団体が日常的に使用する物品の購入も認められません。 

高額な機器等はレンタルで対応してください。 

 

 

 

 

 

Ａ  

弁当代は対象となりません。 

熱中症予防のためのお茶代は対象となります。またアルコール類は対象外です。 

 

 

 

 

 

Ａ  

原則、認めません。 

 

 

（４）事業実施について 

 

 

 

 

 

Ａ  

事業採択後に補助金交付申請を行い、市から補助金交付決定を受けた後に事業 

を開始してください。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３－３ 事業に必要な５０万円の機器を購入する予定です。対象となりま

すか。 

Ｑ４－１ 事業の採択決定後、すぐに事業を実施して良いですか。 

（事業の着手はいつからとすれば良いですか。） 

Ｑ３－４ 弁当代・お茶代は対象になりますか。 

Ｑ３－５ クレジットカードによる支払いは認められますか。 
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Ａ  

原則、５万円以上の支払いは、銀行振込での支払いをお願いします。 

また実績報告時に支払ったことを証明する証拠書類（銀行振込明細書・店舗等が

発行した領収書・レシート等）の原本の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

Ａ  

出演料や報酬等を支払いう場合は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が

必要になります。詳しくは税務署にご相談ください。 

 

 

 

 

 

Ａ  

事業計画書及び事業収支予算書に基づいての実施をお願いします。軽微な流用

（１０％未満の内訳の変更）は認めます。 

但し、事業の計画や予算が大幅に変わる場合は、事業変更承認申請書の提出が必

要です。 

 

 

 

 

 

 

Ａ  

要望時（交付申請時）の補助金額を実績報告時に増額することはできません。 

補助金額は交付決定額が上限となりますので、その上限額を超えた分は、申請団

体の負担となり、補助金額の増額は出来ません。 

 

 

 

 

 

Ｑ４－２ 費用を支払う際に気をつけることはありますか。 

Ｑ４－３ 源泉徴収が必要な場合や手続がわからない場合はどうすれば良い

ですか。 

Ｑ４－４ 事業収支予算書の内訳を変更できますか。 

Ｑ４－５ 当初見込みより事業費が増えた結果、要望時（交付申請時）の補

助金額：８０万円を実績報告時に１００万円へと増額することは

可能ですか。 
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Ａ  

事業費が当初の見込より少なかった場合は、補助金額が減額されることとなり

ます。その場合は、事業変更承認申請書の提出が必要です。 

 

 

（５）事業収入について 

 

 

 

 

 

 

Ａ  

収入を見込む事業については、事業収入を事業収支予算書に必ず計上してくだ

さい。 

※事業収入とは、参加料・入場料、物品等販売の売上金等です。 

 

 

 

 

 

Ａ  

変わります。 

補助金額の算定に影響を及ぼします。収入金額の正確な把握をお願いします。 

 

（例） 

補助対象経費：２００万円  事業実施に伴う収入金額：１００万円 

の場合の補助金額算定方法 

 

① ２００万円（補助対象経費） － １００万円（収入金額） 

 ＝ １００万円 

② ２００万円（補助対象経費） × ３／４（補助率） 

  ＝ １５０万円 

③ 補助金上限額 ： １５０万円 

 

①②③で最も少ない額が補助金額となるため、この場合の補助金額は①の１０

Ｑ５－２ 事業収入が発生することにより補助金額は変わりますか。 

Ｑ５－１ 事業収入はどのように取り扱えば良いですか。 

Ｑ４－６ 当初見込みより事業費が減った結果、要望時（交付申請時）の補

助金額：８０万円を実績報告時に７０万円へと減額することとな

りますか。 
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０万円となります。 

※補助金額の算定方法については、本書のＰ５の ６．補助率及び補助限度額 

をご確認ください。 

 

 

 

 

 

Ａ  

補助金額は交付決定額が上限となります。事業収入が当初の見込みより少なか

った場合は、申請団体の負担となり、補助金額の増額はありません。 

一方、収入が当初見込みより多くなった場合は、補助金額が減額となることがあ

ります。 

 

 

（６）実績報告について 

 

 

 

 

 

Ａ  

補助事業完了後、その日から起算して１４日を経過した日又は翌年度の４月１

０日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。 

 

 

（７）補助金の支払について 

 

 

 

 

 

Ａ  

事業完了後、補助事業者は期限内に実績報告書を提出する必要があります。提出

後、市にて、補助事業者が実施した事業内容の検査と経費内容の確認等を行い、

交付額を確定した後、補助金を支払います。 

 

 

 

 

Ｑ６－１ 実績報告はいつまでに行えば良いですか。 

Ｑ７－１ 補助事業完了後、補助金の交付を受けるまでの手続きはどのよう

に行いますか。 

Ｑ５－３ 当初の見込みより収入が少なくなった場合はどうなるのですか。 
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Ａ  

補助金は、実績報告書提出後、１か月以内を目安に支払います。 

また事業の内容により、事業当初に一定経費が必要となるなどの理由がある場

合は、概算払による支払いも可能です。概算払を希望される場合は、補助金交

付決定通知書受領後に、概算払請求書により請求してください。 

 

 

（８）その他 

 

 

 

 

 

 

Ａ  

・補助対象となった経費については、全ての支払いについて、支払ったことを証

明する証拠書類（銀行振込明細書・店舗等が発行した領収書・レシート等）の

原本の提出を求めます。 

特に、領収書の宛名（団体名であること）・日付（事業期間内であること）・ 

内容（購入した物や金額の内訳がわかる）を確認し、他の書類も含めて５年間 

保管してください。 

・事業収入について、その金額を明確にできる帳簿等（写し）の提出が必要とな

ります。 

・金銭の出納管理は、原則、現金ではなく申請者（団体）名義の口座での管理が

望ましいです。 

・事業実施中はできるだけ事業の様子を写真に収めてください。実績報告の際に

は、事業報告書や収支決算書のほかに、事業実施中の写真、啓発用のポスター、

チラシなども提出してください。 

・入場者等がいる場合は、入場者等がいることがわかる会場の写真、また物品等

の販売を実施している場合は、販売状況の写真を提出してください。 

・事業実績が当初の計画と著しく異なる場合は、補助金が交付できなくなるほ

か、すでに交付した補助金返還を求める場合があります。 

・報酬など、源泉徴収が必要な支払いを行った場合は、源泉徴収に該当する額を

含めた金額を領収書に記載し、但し書きを記載する箇所に源泉徴収を含んで

いる旨の記載が必要です。 

 （記載例） 

○○○講演会講師謝礼金として 上記のとおり領収いたしました  

Ｑ７－２ 補助金が支払われるタイミングはいつですか。 

Ｑ８－１ そのほか事業実施中や事業終了後に気をつけることはあります

か。 
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但し、所得税として○○．○○％の源泉徴収を含む  

・本書のＰ７～８の １０．事業実施における留意事項 を必ずご確認くださ

い。 


